
座間市交通安全対策協議会会則 
（名称） 

第１条 この会則は座間市交通安全対策協議会（以下「協議会」という。）という。 

 

（目的） 

第２条 協議会は座間市内の交通の安全と円滑の確保に関し、関係機関及び団体相互の

緊密な連絡を保ち、組織的かつ効果的な総合交通安全対策を樹立して、これを推進し、

市民総ぐるみで交通事故の防止を図ることを目的とする。 

 

（事業） 

第３条 協議会は前条の目的を達成するために次の事業を図る。 

⑴ 各種交通安全運動に関すること。 

⑵ 交通安全教育に関すること。 

⑶ 交通環境の整備改善に関すること。 

⑷ その他交通安全に関すること。 

 

（構成） 

第４条 協議会の会員は全市民をもって構成する。 

２ 委員は、関係機関、各種団体が選出した者 をもって構成する。 

３ 前項の関係機関、各種団体は別表の通りとする。 

 

（役員） 

第５条 協議会に次の役員をおく。 

 会長             １名 

 副会長            ２名 

 幹事             １名 

 会計             １名 

 会計監査           ２名 

２ 協議会に顧問を若干名おくことができる。 

 

（役員の選任） 

第６条 会長は市長をもってあてる。 

２ 副会長は副市長及び座間安全運転管理者会長にあるものをあてる。 

３ 幹事は市交通安全主管課長の職にあるものをあてる。 

４ 会計及び会計監査は委員の中から会長が選任する。 

 

（役員の任務） 

第７条 会長は協議会を代表し、会務を総理する。 

２ 副会長は会長を補佐し、会長が事故あるときは、あらかじめ会長の指名した順序に

より職務を代理する。 

３ 幹事はこの協議会の会務を処理する。 



４ 会計はこの協議会の会計を処理する。 

５ 会計監査はこの協議会の会計を監査する。 

 

（任期） 

第８条 委員の任期は、その委員が所属する関係機関、各種団体の役員在任期間とする。 

２ 役員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

３ 役員及び委員に異動があったときは、前項の規定にかかわらず自動的に交替する。 

 

（部会） 

第９条 協議会に本協議会の目的達成のために、会長が特に必要と認めたときは、専門

部会を置くことができる。 

２ 専門部会は委員及び対策関係者のうちから会長が委嘱し、部会長、副部会長及び部

会員をもって組織する。 

３ 部会において審議した事項については、部会長から総会及び例会に報告するものと

する。 

 

（部会長及び副部会長） 

第１０条 部会長は部会の事務を掌理し、部会を代表する。 

２ 副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故あるとき又は部会長が欠けたときはあら

かじめ部会長の指名した順序によりその職務を代行する。 

 

（会議） 

第１１条 協議会の会議は総会及び例会並びに部会とする。 

２ 総会及び例会は会長が必要に応じて召集し、会議の議長となる。 

３ 部会は会長の指示により部会長が召集し、その議長となる。 

４ 会議は出席者の過半数の賛成を得て議事を決定する。ただし、会長が緊急と認めた

場合は、この限りでない。 

 

（経費） 

第１２条 協議会の経費は補助金、及びその他の収入をもってあてる。 

 

（会計年度） 

第１３条 協議会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 

（事務局） 

第１４条 協議会の事務局は、座間市役所交通安全主管課内におく。 

 

（補則） 

第１５条 本会則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は会長が定める。 

   

附則 

１ この会則は昭和５２年３月２５日から施行する。 

２ 改正前の座間市交通安全対策協議会会則は廃止する。 



附則 

この会則は昭和５４年４月１日から施行する。 

附則 

この会則は昭和５８年５月２５日から施行する。 

附則 

この会則は昭和６１年５月３１日から施行する。 

附則 

この会則は平成３年５月２９日から施行する。 

附則 

この会則は令和６年５月１７日から施行する。 

附則 

この会則は令和７年５月１６日から施行する。 

  



別表（第４条第３項関係） 

   構成団体                           （順不同） 

座間市議会 座間市自治会総連合会 

座間安全運転管理者会 神奈川県厚木土木事務所東部センター 

座間市商工会 座間市子ども会育成会連絡協議会 

一般社団法人神奈川県タクシー協会 

相模支部 
神奈川県自転車商協同組合座間支部 

座間市二輪車普及協議会 座間市医師会 

一般社団法人神奈川県トラック協会 

座間地区会 
座間市老人クラブ連合会 

座間ロータリークラブ 国際ソロプチミスト座間 

座間市建設業協会 座間市電設協会 

座間市食品衛生協会 座間市飲食業生活衛生同業組合 

食生活改善推進団体ひまわり会 座間市私立幼稚園連絡協議会 

座間市民間保育園理事長園長会 座間市ＰＴＡ連絡協議会 

座間市小学校校長会 座間市中学校校長会 

神奈川県立座間高等学校 神奈川県立座間総合高等学校 

神奈川県立座間支援学校 座間市交通指導員協議会 

座間市 座間市消防本部 

座間市教育委員会 座間警察署 

 


